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10．「予防・予察」の重点化

予防・・－病害虫・雑草の発生及び増加を可能な範囲で抑
制すること。

－総合防除の実践における土台であり、最も重要
な取組。

平時の防除指導を通じて、農業者に、

－「耕種的防除」・「物理的防除」等に関する取組みが、総合防除の基本
体系を構成することを説明し

－取組みの重要性及び必要性の認識を促し、意識的な実践を働きかける

労働力不足に対しては、農業支援サービスの活用も有効

Q. 「予防・予察」の重点化とは、具体的に何をすればいいのか？

（課題）
・『耕種的防除（土づくり、適正な施肥管理、健全種苗の使用、作物残さ

や落葉の処理等）』や、『物理的防除（防虫ネットの使用、マルチン
グ等）』などは、基本的な栽培管理作業として、既に現場で実施され
ている。

・しかし、総合防除における重要性が十分に認識されていない場合がある。

・また、作業に労力を要する場合には、対応が不十分となる等の課題。



（参考）「予防」の具体例

27注）「総合防除実践マニュアル」より引用



28

10．「予防・予察」の重点化

予察・・－ほ場の見回りによる、病害虫・雑草の発生状況
の把握

－病害虫・雑草の発生状況や、気象や農作物の生
育等の状況に基づく発生予察情報等の活用

により、防除措置の要否、その方法、タイミング
の適切な判断を行い、防除を適時で経済的なもの
とする。

SNSや地域メディアなど多様な媒体を活用した、
迅速かつ確実な情報提供、提供情報の明確化等

農業者自身によるほ場の見回りや情報把握の実践、
地域ネットワークによる情報の把握等

AI・ICT技術を活用した判断サポート技術の強化
（民間事業者等による技術革新）

国・都道府県

農業者

（課題）
農業者や農業者に寄り添う伴走支援者が、適時かつ適切に
ほ場や地域の状況を把握し、防除の要否並びにその方法及び
実施時期を適切に判断できる、体制の構築及び強化が必要



（参考）「判断」の具体例

29注）「総合防除実践マニュアル」より引用
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（参考）病害虫防除に関するサービス事業体・コンサルの例
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（参考）病害虫防除に関するサービス事業体・コンサルの例

【ベジタリア（株）】

【（株）ファーム・アライアンス・
マネジメント】 【リデン】

病害虫診断、防除の提案

農林水産省「データを活用した病害虫
の総合防除に関する情報」より

【TENRYO】



11．総合防除の実践がもたらすメリット

32

薬剤抵抗性・薬剤耐性の管理、適時適切な病害虫・雑草の防除
－新たな薬剤抵抗性の発達の抑制・回避により、現場で利用可能な防除効果を有する

農薬の維持・確保を図ることが可能。
－最適な農薬の選択、その他代替措置の検討等に基づく防除指導等による、適時かつ

適切な病害虫・雑草管理が可能。

農薬使用に係る省力化・コスト削減等
－防除作業の効率化・省力化・軽労化、それに伴う農薬の使用回数の低減による資材

費の削減や、防除作業に要する時間の短縮、生産の安定、作期の長期化、品質の向
上等を通じて、農業経営の収益力の向上に寄与。

生産量の少ない作物における防除体系の確立
－作期を通じた防除ニーズへの対応、栽培及び産地の維持・拡大、農産物の差別化・

ブランド化や付加価値の向上に寄与。

輸出先国・地域の残留農薬基準値等に対応する農産物の安定生産
－輸出先国・地域の規制及びニーズに対応して、安定的かつ継続的に輸出に取り組む

産地の形成の推進に寄与。

農業生産活動における環境負荷の低減等
－化学農薬の使用量低減や有機農業の推進による生物多様性の保全を通じた、環境負

荷低減に資する農業生産活動の推進・加速化や、GAP の普及等に寄与。

この他、消費者にとっては、安全な食料の安定供給の確保に資する。



（参考）普及指導員が考えるメリット

33注）「総合防除実践マニュアル」より引用



12．総合防除の推進に向けた具体的方向性

34

① 防除指導者及び地域リーダーの育成・伴走支援体制の整備

－長期的な視点から、新たな防除指導者の育成や防除指導等の実
施体制の整備、防除についての企画に関する業務の充実化等を
図る

－スマート農業技術の活用や、農業支援サービスを提供する事業
者の育成・活用を推進

－周囲の農業者に知識や技術の展開を行えるリーダー的農業者の
育成。伴走支援体制や地域のネットワークの構築及び生産現場
への導入

－計画的な研修や講習の実施、技術士や、病害虫・雑草の防除、
農薬の適正使用等に係る資格等(緑の安全管理士、植物医師、
IPMアドバイザー、防除指導員、農薬管理指導士、植物防疫研
修会等）の活用、人材育成

② 都道府県間の連携及び地域全体での総合防除の実践

－地域単位での病害虫・雑草発生状況の把握、ほ場管理に関する
様々な情報の運用等の活用

－病害虫発生情報について都道府県域を超えて適時に共有できる
体制の強化や、地域一体となった広域型総合防除体制のあり方
について検討



主な関係者役割段階

・国、試験研究機関
・都道府県（主に行政部局、普及指導部局、農業
試験場）

・農業者団体（主に全国又は都道府県単位組織）
・民間事業者（防除資材／機器メーカー等）

課題の把握及び技術開発の実施
基盤研究、防除

技術の開発

・都道府県（主に普及指導部局）
・農業者団体（主に都道府県単位組織）
・防除等に関する専門的知見を持つ団体、民間事

業者（防除資材／機器メーカー、コンサル会社
等）

・地域の先進的な農業者

産地での実証及び普及による防除技術
の確立及び改良、構築された防除体系
の広域展開

産地実証・普及
推進を通じた技
術確立及び改良

・都道府県（普及指導員、病害虫防除所職員／農

業試験場職員等）及び市町村

・農業者団体（営農指導員等）

・防除資材／機器メーカー、ITベンダー

・防除等に関する専門的知見を持つ団体、都道府

県OBや専門家、地域（広域）の防除協議会

・独立行政法人や大学等の試験研究機関 等

農業者への病害虫・雑草防除に係る技
術や情報の提供

技術や情報の
提供を含む防

除指導

・都道府県（普及指導部局）及び市町村
・農業者団体（営農指導員等）
・防除等に関する専門的知見を持つ団体、民間事
業者（防除資材／機器メーカー、ITベンダー、
コンサル会社等） 等

生産現場の課題解決を総合的に支援
営農活動の
総合支援

（参考）総合防除の普及・推進体制

35



（参考）連携体制の構築

36注）「総合防除実践マニュアル」より引用



（参考）現状の病害虫防除体制からの転換～広域型総合防除体制の構築～

37

○これまでのほ場単位で被害を抑えるのではなく、地域単位で防除計画を立案し、地域一体で
防除を実施する体制に転換し、効果的・効率的な病害虫防除となるよう防除体制を再整備する
必要。

○防除組織やサービス事業体等も活用した、広域型総合防除体制モデルの地域毎の検証を支援し、
横展開を図る。



12．総合防除の推進に向けた具体的方向性

38

③ メリットの明確化

－産地のニーズにマッチした新たな防除技術の開発・改良

－防除効果、資材費及び防除作業時間など、栽培体系全体に
及ぼすメリットや収益への効果等の具体的なデータを収集
・整理

－農業者がメリットを実感し、積極的に自らの農業生産活動
に取り入れることができる体制作りの推進
（マニュアル・技術資料の提供、フォローアップ体制も）

④ 農業構造転換の方向性を踏まえた新たな技術開発等

－効果的・低コスト・省力的かつ持続的な総合防除の実践に資する、
新たな技術の研究開発及び取組の産地普及

（予防に関する措置に資する技術等）
■土着天敵及び天敵を温存する栽培環境づくり
■環境制御による病害の発生しにくい栽培環境

づくり 等

（判断に資する技術等）
■AI等を活用した防除の要否の判断支援技術
■農業者へのプッシュ型情報発信 等

（防除に関する措置に資する技術等）
■人や環境に対するリスクの低い農薬への転換
■既登録農薬や生物防除資材の効果的活用技術
■総合防除に利用できるスマート農業技術や機器
■有機の農業生産に対応する防除技術 等



13．総合防除実践指標
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総合防除実践指標は、

農業生産活動において確実に総合防除を実践するため、地域の実情に

応じて選定した作物ごとに又は複数の作物共通のものとして、農作業

上の工程に沿って「予防・判断・防除」の各段階で実施すべき具体的

な取組内容をまとめたもの。

（農業者における必要性） （防除指導者における必要性）

■農業者自身が総合防除の実践に必要な取

組の内容を横断的かつ容易に認識できる。

■各措置の実施可能性や経済性も考慮しつ

つ、自身の栽培体系に即して適切な方法

を合理的に選択する指標となる。

■自らの取組に対する目標設定、実践状況

の確認及び自己点検を行える。

■作物ごとの病害虫・雑草管理に必要な基

本的取組を農業者に示すことができる指

導ツールとして、都道府県や農業者団体

など防除指導者側の認識・理解の共通化

や情報伝達の手段に資する。

■実践ポイントに従い必要な取組を農業者

に具体的に示すことにより、効果的な総

合防除の実践を促すことができる。

（技術資料や、栽培暦等と併用）



13．総合防除実践指標のイメージ
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農作業の工程に沿って
総合防除に必要な取組を明示

自らの取組に対する対する目標決定、
実践状況の確認及び自己点検

取組の対象病害虫・雑草を明記し、対象病害虫が発生し
ていない場合に取組不要とするなどの判断を簡単に

近年問題となっている病害虫の対策を追加予防・判断・防除のどの段階の取組か示し、
予防・予察の取組の重点化



食料・農業・農村基本計画

目標：動植物防疫の確実な実施

KPI：総合防除実践指標策定数（470件）（2030年度）

13．総合防除実践指標の策定推進

国（植物防疫課）
主要作物別に実践指標モデルの
充実を図る
※令和７年度は、水稲、キャベツ、

かんきつ、施設いちご等11品目

※令和８年度は、きゅうり、ぶどう
等11品目を予定

各都道府県
実践指標モデルを参考に、「予防・
予察」に重点を置いた総合防除実践
指標の策定

実践指標を活用し、総合防除の現場
への浸透を図る

農業者、地域ぐるみの取組みの育成
－農業者による意識的な「予防」に重点を置いた総合防除の実践
－産地実証等との連携による総合防除の実践の必要性や、実践によるメリットの浸透 等

総合防除実践指標の活用
－防除指導者又は伴走支援者が農業者又は地域での実践状況を確認することにより、

効果的な防除指導に活用
－地域の栽培暦等への反映・併用、研修会等を活用した理解の醸成 等 41

総合防除実践指標に基づく総合防除の具体的な推進方策



（参考）総合防除実践指標モデルの作成について

■現行のIPM実践指標モデル ■作成を検討する総合防除実践指標モデル（案）

品目分類

水稲穀類

かんきつ

果樹類 なし

りんご

キャベツ葉菜類

施設トマト
果菜類

施設いちご

大豆豆類

露地きく花き類

茶－

さとうきび－

【新規作成候補】【更新】分類

麦類水稲穀類

かきかんきつ

果樹類 ぶどうなし

りんご

レタス
キャベツ葉菜類

ほうれんそう

アスパラガス－茎野菜類

きゅうり施設いちご

果菜類 露地なす施設トマト

施設ピーマン－

ねぎ・たまねぎ－鱗茎類

さつまいも－いも類

大豆豆類

露地きく花き類

茶－

さとうきび－
42



14．今後の総合防除推進の道行きについて

43

１．IPM実践指針の見直しに関する検討会（R7年3月～）
•「総合防除実践ガイドライン」を取りまとめ。

総合防除実践指標モデル検討会（R７年～）
• 主要品目別に、総合防除実践指標モデルを策定。

２．病害虫防除体制に関する検討会 （R７年～）
• 広域型総合防除体制の在り方を検討。
• 先行事例等を基に、上手くいっている点や課題等を検証。

農業者へ、より分かりやすく使いやすい形での総合防除の普及

産地での実証による地域に合った防除体系の確立

総合防除実践マニュアルの作成（R6～７年度）

都道府県等

総合防除実践指標
の策定・見直し

３．発生予察検討会
• 発生予察の在り方を検討。課題を取りまとめ、対応案を検討。

４．その他課題の整理

普及・推進体制の
構築及び強化

（関係者との連携
強化）

農林水産省

研究開発等



本日ご説明する内容
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１．「総合防除実践ガイドライン」の策定について

２．「総合防除実践マニュアル」の整備について

３．その他
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15．総合防除実践マニュアルの整備について
農業者による適切な総合防除の実践を図り、総合防除の実施経験の少ない又はこれ
から実践しようとする農業者の総合防除の実践と、産地への普及推進を図る指導員
の普及活動を実施するきっかけとなることを目的として、総合防除実践マニュアル
の整備（委託事業）を進めている。

【令和６年度】（公表済）
イネ、トマト、イチゴ、リンゴ、カンキツ

【令和７年度】（作成予定）
キャベツ、きゅうり（施設）、なす（露地）、ねぎ、なし、ぶどう

— 主要な総合防除技術の作業手順の解説、作業のコツやコスト
— 総合防除の取組を始めたきっかけや実践のポイント
— 普及指導担当者への聞き取りによる普及指導のポイント
— 総合防除技術の産地導入における優良事例・失敗事例（その対策を含む）

主な記載事項

総合防除の実践方法

普及推進の実践方法

普及推進の導入事例

掲載ページ
（農水省HP内）
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15．総合防除実践マニュアルの整備について

総合防除の実践方法



47

15．総合防除実践マニュアルの整備について

総合防除の取り組みを始めるには、まずその産地に対応した「メリット」を把握する
ことが重要。

総合防除の実践方法
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15．総合防除実践マニュアルの整備について
実際に総合防除に取り組んでいる地域への取材から、地域で総合防除に取り組んだ
きっかけ、実際の作業内容や資材コスト、実践のポイント等を整理。
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15．総合防除実践マニュアルの整備について

○普及指導担当者が総合防除技術を農業者に適切に提案できるよう、大きく４つのポ
イントに分けて紹介。

○特に、「総合防除のメリット」及び「普及のポイント」については、全国の普及指
導員へのアンケート調査に基づいた具体例をまとめている。

普及推進の実践方法
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15．総合防除実践マニュアルの整備について
普及推進の実践方法
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15．総合防除実践マニュアルの整備について

○普及推進の実践事例では、産地への取材に基づき、優良事例とそのポイントだけで
なく、産地導入を試みたもののうまくいかなかった事例も掲載。

○失敗事例では、現地での取材により原因分析を行い、考えられる対策を明示。これ
から総合防除に取り組む農業者の参考としていただきたい。

普及推進の導入事例
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15．総合防除実践マニュアルの整備について
普及推進の導入事例
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15．総合防除実践マニュアルの整備について

【令和７年度の予定】
新たな作成品目分の技術解説及び実践事例を追加
さらに深堀りした実践事例を追加
昨年度作成部分（総合防除概要・普及推進の実践方法等）を必要に応じて更新

※現時点の予定であり、上記内容は今後変更となる可能性があります。



本日ご説明する内容
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１．「総合防除実践ガイドライン」の策定について

２．「総合防除実践マニュアル」の整備について

３．その他
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ご清聴ありがとうございました。

総合防除が「当たり前の取組」と現場に浸透するには、
都道府県や農業者団体のみならず、関係企業・関係団
体など、多くの関係者による取組及び連携が欠かせま
せん。

気候変動などに対応し、病害虫・雑草防除体系を強化
していくために、より一層のご協力をよろしくお願い
します。


